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分
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（
契
約
期
間
等
） 

第
十
四
条  
労
働
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の

を
除
き
、
一
定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定

め
る
も
の
の
ほ
か
は
、
三
年
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
労
働
契
約
に
あ
つ
て
は
、
五
年
）
を

超
え
る
期
間
に
つ
い
て
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

② 

（
略
） 

③ 

（
略
） 

 

（
解
雇
） 

第
十
八
条
の
二 

解
雇
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由

を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な

い
場
合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し

て
、
無
効
と
す
る
。 

            

附
則 

第 

条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過

し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

労
働
基
準
法
第
十
四
条
の
規
定
に
つ
い
て
、
そ
の
施

行
の
状
況
を
勘
案
し
つ
つ
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果

に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

第
百
三
十
七
条 

期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
（
一

定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定
め
る
も
の

を
除
き
、
そ
の
期
間
が
一
年
を
超
え
る
も
の
に
限

る
。
）
を
締
結
し
た
労
働
者
（
第
十
四
条
第
一
項
各

号
に
該
当
す
る
労
働
者
を
除
く
。
）
は
、
労
働
基
準

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成 

年
法
律
第 

号
）
附
則
第 

条
に
規
定
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
る

ま
で
の
間
、
民
法
第
六
百
二
十
八
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
当
該
労
働
契
約
の
期
間
の
初
日
か
ら
一
年

を
経
過
し
た
日
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
使
用
者
に
申

し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
い
つ
で
も
退
職
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

 
 （

契
約
期
間
等
） 

第
十
四
条 

労
働
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の

を
除
き
、
一
定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定

め
る
も
の
の
ほ
か
は
、
一
年
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
労
働
契
約
に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
を

超
え
る
期
間
に
つ
い
て
締
結
し
て
は
な
ら
な

い
。
【
現
行
通
り
】 

一
・
二 

（
略
・
政
府
原
案
ど
お
り
） 

② 

（
略
・
政
府
原
案
ど
お
り
） 

③ 

（
略
・
政
府
原
案
ど
お
り
） 

 
 （

解
雇
） 

第
十
八
条
の
二 

使
用
者
は
、
こ
の
法
律
又
は
他
の
法

律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
の
解
雇

に
関
す
る
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
以
外
の

場
合
で
あ
つ
て
も
、
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
に
つ

き
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
が
あ
り
、
か
つ
、
当
該

解
雇
が
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
と
き
で
な
け
れ
ば
、
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

 
 

（
就
業
規
則
で
定
め
る
解
雇
事
由
に
よ
ら
な
い
解
雇

の
制
限
） 

第
九
十
条
の
二 

使
用
者
は
、
就
業
規
則
で
定
め
る
解

雇
の
事
由
に
該
当
す
る
事
実
が
な
け
れ
ば
、
労
働
者

を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

   

  

（
契
約
期
間
等
） 

第
十
四
条  

労
働
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の

を
除
き
、
一
定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定

め
る
も
の
の
ほ
か
は
、
三
年
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
労
働
契
約
に
あ
つ
て
は
、
五
年
）
を

超
え
る
期
間
に
つ
い
て
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一
・
二 

（
略
） 

② 

（
略
） 

③ 

（
略
） 

 

（
解
雇
） 

第
十
八
条
の
二 

使
用
者
は
、
こ
の
法
律
又
は
他
の
法

律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
使
用
す
る
労
働
者
の
解
雇

に
関
す
る
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除

き
、
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
そ
の
解
雇
が
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由
を
欠

き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場

合
は
、
そ
の
権
利
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、
無
効

と
す
る
。 

  
 

 
 （

契
約
期
間
） 

第
十
四
条  

労
働
契
約
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
を

除
き
、
一
定
の
事
業
の
完
了
に
必
要
な
期
間
を
定
め
る

も
の
の
ほ
か
は
、
一
年
（
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
労
働
契
約
に
あ
つ
て
は
、
三
年
）
を
超
え
る
期

間
に
つ
い
て
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

 

 
 

 
 

 


